
令和５年度高知の食魅力発信事業委託業務 公募型プロポーザル審査要領

高知の食魅力発信事業委託業務公募型プロポーザルの審査に関する事項を次に定めま

す。

第１ 審査の対象となる事業者

審査は、次のすべてを満たす事業者を対象に行います。

１ 別途定める「高知の食魅力発信事業委託業務公募型プロポーザル募集要領」（以

下「募集要領」という。）に規定する資格要件を満たす参加事業者

２ 募集要領に規定する期限内に、必要な書類のすべてを提出した参加事業者

３ 募集要領により、適正に書類を作成した参加事業者

第２ 審査の項目及び点数

総合点数は、審査員１人あたり 100 点とし、審査項目と審査項目ごとの配点は次の

とおりとする。

１ 車両及び厨房設備に関すること （30点）

２ 商品に関すること （30 点）

３ プロモーションに関すること （20 点）

４ 実施計画に関すること （10点）

５ 履行体制に関すること （ 5点）

６ 経費見積に関すること （ 5点）

第３ 審査委員会（会場及び Web で開催）

参加者から提出された企画提案書に基づき、プレゼンテーションを行う審査委員会

を開催します。

１ 日時・場所

（１）日時：令和５年６月 22 日（木） 15:00～17:00（予定）

（２）場所：高知県立公文書館 会議室（予定）

２ プレゼンテーション

（１）プレゼンテーションの時間は、１参加事業者あたり 20 分以内とします

（２）各社のプレゼンテーション終了後、審査委員からの質疑の時間（30分以内）

を設けます

（３）開催時間等は、別途連絡します

第４ 審査の方法

１ 審査委員会では、提出された企画提案書と、審査委員会におけるプレゼンテーショ

ンに対する審査を行います。

２ 各審査委員は、プレゼンテーションと質疑の終了後、別紙「審査基準」に基づき、

審査を行います。

３ すべての参加者の審査が終了した後、各審査委員の審査結果を集計し、総合点数

の 60％以上を獲得している得点の高い者から順に候補者と次点者を決定します。

４ 審査の結果、最高点の者が同点で２者以上ある場合は、経費見積が安価な者から

順に候補者と次点者を選定します。



（別 紙）

審 査 基 準

審査の項目 審査の視点 合計

１車両及び厨

房設備に関

すること

・車両及び厨房設備は、図面等を用いてわかりやすく説明されているか。

・キッチンカーの構造、厨房設備は保健所の営業許可が得られるものになっ

ているか。

・衛生管理計画の骨子が作成されており、HACCP に沿った衛生管理を実施

できる体制になっているか。

・プロパンガスや藁などの可燃物はコンロから離されており、火災予防の

措置が十分とられているか。

・藁焼き調理をアピールするための工夫はされているか。

・出店時のイメージは一目で高知とわかり、集客が期待できるものになっ

ているか。

30

２商品に関す

ること

・食材等の調達・保管方法及びカツオのたたきの調理・販売方法（完全藁

焼き又はガス火併用、焼き切り又は水締め、塩又はタレ等）は具体的に示

されており、安心安全かつ本場の味を提供できるものになっているか。

・調理担当者への研修等、本場高知の味を現地で提供するための取組は示

されているか。

・カツオのたたき以外のサイドメニューは、顧客満足を得られ、高知の食

をアピールできるものになっているか。

・本事業に生かせる実績やノウハウを有しているか。

30

３プロモー

ションに関

すること

・仕様書で定めるプロモーション活動（SNS による広報、パンフレット配

布）が実施できる設備、体制は整っているか。

・上記のほかに提案されるプロモーションの内容は、実現可能かつ効果的

なものになっているか。（例：モニターでの県観光ＰＲ動画放映等）

20

４実施計画に

関すること

・事業実施のスケジュールが無理なく組み立てられているか。

・出店するイベント等の規模や内容は、高知県をアピールするのにふさわ

しいものになっているか。

10

５履行体制に

関すること

・十分な能力と経験を有する管理責任者等が配置され、業務を円滑に遂行

できる体制が確保されているか。
5

６経費見積に

関すること

・予算の範囲内であり、積算内訳や根拠を明確にしたうえで、事業の実施

に必要な経費が見込まれているか。
5

合 計 100


